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キャッシュレスの社会的費用
l一橋大学大学院経営管理研究科教授

野間幹晴 MikiharuNoma 

日本政府は、国家戦略としてキャッシュレス化を推進している。

今後10年間に、キャッシュレス決済比率を 2017年の21%から 4割程度に引き上けることを目指す。

キャッシュレス決済の進展で消費者にとっての利便性が増す一方、

社会的費用が増すという点が忘れられている。コンビニエンスストアやタクシーなどサービス提供者にとって、

キャッシュレスで負荷が軽減されているようには見えない。

また、キャッシュレス決済の導入コストは中小企業にとって大きな負担である。

中小企業を中心に手形取引の商慣習が残っている。手形取引自体は減少しているが、

中小企業の労働生産性は低いままである。つまり、キャッシュレスは中小企業にとって効率化をもたらし、

利益向上につながるとは必ずしも言えない。

キーワード

キャッシュレス社会的費用中小企業生産性手形

IIはじめに

2019年 3月に中国におけるフィンテックの現状に
しんせん

ついて調査するために、上海や深訓を訪問し、アリバ

バやアント・フィナンシャル、センスタイムなどの視

察を行った。中国では QRコードを使ったキャッシュ

レス決済が広く普及しており、空港でもアリペイや

ウィーチャットペイは利用できるものの、クレジット

カードは利用できないはどであった。現地でヒア リン

グしたことで最も衝撃的だったのは、物乞いしている
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人に現金を渡そうとすると 、現金ではなくアリペイや

ウィーチャットペイなどでの支払いを求められるとい

う逸話であった。これほど、中国ではキャッシュレス

化が進展している。

キャッシュレスは、世界的な潮流であり、日本政府

も国家戦略としてキャッシュレス化を推進している。

2019年10月の消費増税に伴い、キャッシュレス決済

へのポイント還元も行われる。一方で、忘れてはなら

ないのが、キャッシュレスに伴う社会的費用である。

現金決済のインフラに年間 1.6兆円のコストがかかる

との推計があるが、果たして、キャッシュレスが、社



会を効率化し、労働生産性向上をもたらすのか。本稿

では日本の決済市場の現状を概観し、キャッシュレス

の社会的費用と生産性との関係について論じたい。

IIキャッシュレスとは何を意味するか

日本は、電子決済（クレジットカード、デビット

カード、プリペイドカード）の普及率が低い一方、現

金決済の比率が高いため、決済の電子化や高度化の余

地が大きい。そこで、電子決済比率向上が国策になっ

ている（図表 1)。

経済産業省が公表したキャッシュレス・ビジョンに

よると、キャッシュ マ・レスとは、「物理的な現金（紙幣 ・

硬貨）を使用しなくても活動できる状態」を指し、

キャッシュレス決済比率は、クレジットカード、デ

ビットカードと電子マネーによる年間決済合計額を民

間最終消費支出で割った数字である 悶2017年は21.3%

である。

なお、民間最終消費支出から持ち家の帰属家賃を除

くべきであるとの議論がある 尻 持ち家の帰属家賃を

除いて計算すると、 2017年は26.2%であり、 4.9ポイ

ント上振れる 。

図表 1日本の電子決済市場の予測

2017年

C合計 >-< 297.4 

IIキャッシュレス決済比率向上は日本の国策

日本政府は「未来投資戦略2018」において、今後10

年間 (2027年6月まで）にキャッシュレス決済比率を2017

年の21%から 4割程度に 引 き上げることを目指す匹

さらに、外国人が訪れる主要な商業施設、宿泊施設お

よび観光スポットにおいて「100%のクレジッ トカード

決済対応」および「100%の決済端末のIC対応」を目標

とする。

消費増税に伴い、中小の小売事業者にクレジット

カードの加盟店加入を促進するため、キャッシュレ

ス・ポイント還元制度が実施される 。期間は2019年

10月から 9カ月間で、 2019年度予算額2,798億円を見

込む。 クレジットカード、デビットカード、電子マ

ネー、モバイル決済、 QRコード決済などに対応する。

中小 ・小規模事業者で支払いを行った場合、決済金額

の一部を消費者に還元する。端末導入の費用は、決済

事業者が3分の 1、国が3分の2を負担するため、事業

者の負担はない。加盟店手数料は3.25%以下の場合、

国が手数料の3分の 1を補助する。

しかし政府が定義するキャッシュレス決済には、銀

2025年予測

100.0% 297.4 100.0o/~ 

出所）電子決済研究所編 「電子決済総覧 2017-2018」（カー ドウェーブ、2017年）、山本国際

コンサルタンツ「2020年の国内電子決済市場は 87兆円を突破 電子決済比率は 30%へ～さ

らに2025年の電子決済化率は 37.9%まで上昇～」(2017年8月21日）
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行の振り込み、自動引き落とし、口座振替、スマー ト

フォンを通じた個人間 (P2P)送金、決済指固伝達サー

ビス提供者 (PISP)が含まれていない点が指摘されてい

る。銀行での振り込みや口座振替をキャッシュ レス決

済に含めた場合、 2015年時点のキャッシュレス比率は

92%である 匹 振り込みと 口座振替の決済件数は、 16

億件、 2,881兆円である (2018年、出所：全国銀行協会

決済統計年報）。

また、総合研究開発機構 (NIRA)のオンライン調査

では、キャッシュレス決済比率が51.8%と政府数値よ

り高 く、ク レジッ トカード 31.4%、銀行口座引き落と

し10.5%、電子マネー 5.0%、インターネッ トバンキ

ング 1.4%、キャッシュカ ード振り込み0.9%、デビッ

トカー ド0.8%、フィンテック決済サービス 0.7%で

あった鸞

相対的 に所得・学歴が高く 、年齢30代以上の人を

中心に、キャッシュレス 化が浸透しており、低所得

層、非正規社員、低学歴層、若年層でキャッシュレス

化が浸透していないことが明らかになっている 6)。そ

して、首都圏、観光地のキャッシュレス決済比率は高

く、地域間の格差は大きい。

図表2 通貨流通高と対 GDP比の国際比較 (2016年）

国・地域 通貨流通高 対GDP比
（百万ドル） （％） 

L 
915.7 20.0 

54.2 16.9 

スイス 79.7 12.3 

・-ユーロ圏 1,217.9 10.7 
-~--~ 
ンノカホール 29.4 10.4 

ロシア 145.1 10.2 

―‘―. イノト 196.5 8.8 
. 一~-- 、 •一・
サウンアラピア 53.3 8.3 

米国 1,509.3 8.1 
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II現金保有コストは高い

現金は信用 リスクがないため、支払いの際、決済を

直ちに終了できる （ファイナ リティ、支払完了性）。さ

らに、誰がいつ、どのようなモノを買ったかといった

価値情報はないため、匿名性が担保されるといったメ

リットがある 7)0 

一方で、現金の短所はいずれも多額の場合、①重く

てかさばり、輸送コス トがかかる、②盗難など犯罪に

巻き込まれる リスクが高まる、 ③銀行に現金を持ち込

むなどの作業が必要となる 、などがある。 このため、

古くは小切手、その後、クレジッ トカー ド、デビット

カード、そして最近は、電子マネーやスマー トフォン

決済が、現金決済を代替するものとして登場した。

キャッシュ レスのメ リットは、消費者にとって①大

量の現金を持たずに買い物が可能になる、 ②ネット取

引に不可欠である、 ③カード紛失・盗難時の被害リス

クが減る、 ④消費者履歴情報管理、自動家計簿サービ

ス等の利便性が向上する 、である 8)。また、事業者に

とっても 、①従業員による現金喪失 ・盗難の トラブル

国・地域

やメキシコ —-~ 
踵国

r 、
.. トルコ 』

臼 ーストラリア ：

口豆==~—- ~ 
＝国

仁 ラジル : 

a立ユエヵ ~ 
：ウ~デラーー：

通貨流通高 対GDP比
（百万ドル） （％） 

一一35.4 4.8 

57.7 4.7 

64.4 4.2 

93.8 3.9 

71.2 3.7 

7.2 2.3 

一注）通貨流通高は年末値 出所）BIS 



が減少する、 ②紙幣に触れるより衛生的である、 ③現

金の搬出入回数が減少する、といったメリットがあ

る。

現金 （紙幣、貨幣）の保有コストは、意外に高い。

米国では、現金を使うことのコストが年間20兆円を超

えるという試算がある 凡 米国の小売業において、年

間4兆円以上が盗難の被害に遭っているといわれる 叫

日本でも、野村総合研究所の推計によると 、現金決済

インフラを維持するために年間1.6兆円の社会的コス

トが発生しているという II)。特に、レジ関連業務に最

も時間が費やされている 。

II決済、現金保有の国際比較

日本の現金通貨流通高（対GDP比）は、主要国で最

大である。日本は現金保有構成比が大きく、小口決済

で現金の利用が突出して高いという特徴がある 。この

ため、電子決済による恩恵が大きいともいえる（図表2)。

最高紙幣の現金流通残高対名目 GDP比率は、日本

(1万円札）が17%、米国 (100ドル札）は6%、ユーロ

圏 (500ユーロ札）は3%である。現金流通全体に占め

る最高紙幣の割合は、 日本が88%、米国が77%、

ユーロ圏が23%である。つまり、日本は、欧米と比較

しても、最高紙幣、つまり 1万円が大量に保有されて

いる。なお、米国の場合、 100ドル札の流通量は少な

いとみられる。 ドルが世界の基軸通貨であるため、海

外において 100ドル札のニーズが高いと推計されてい

る12¥

II 
日本の決済市場の特徴

日本の非現金決済比率は米英よりかなり低く 、 ドイ

ツに次いで主要国で最低水準である。クレジットカー

ドの構成比が低く、さらにデビットカードの利用はほ

とんど普及していない（図表3)。

米国では、小切手を使う習慣が古くから普及してい

た。つまり、銀行の口座にある預金残高から、小切手

を使って引き出す仕組みである。デビットカードも、

預金残高から引き出すという点では同じである。この

ため、小切手の習慣が残る米国ではデビットカードが

普及したが、小切手を使うことがほとんどない日本で

はあまり普及しなかった。

図表3 キャッシュレス決済の国際比較（対民間最終消費支出、 2016年）

国・地域

旦
英国
---
カナダ
~ オストラリア

スウェーデン

米国
ーーニー
フフノス
- -・ 
スイス
--

琴
トイツ

クレジット

カード

76.5 

11.9 

デピ；；ト

カード

19.4 

56.6 

Eマネー

（ブリベイドカード）

0.1 

37.8 18.9 ー ・30.8 25.3 

11.9 39.9 0.0 

25.8 20.2 

1.1 35.8 0.0 

10.3 12.9 0.5 

18.0 0.1 1.7 

一

合計（％）

96.0 

68.5 

56.7 

56.1 

51.8 

46.0 

36.9 

23.8 

19.8 

15.6 

注）E・マネー未公表の英国、

カナダ、 オーストラリア、

米国をゼロと仮定

出所） 日本クレジット協会
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欧州では、クレジットカードよりも、デビットカー

ドの利用率が高い傾向にある。米国同様に、小切手文

化であったことや、銀行のキャッシュカードをデビッ

トカードとして使えるという利便性から、デビ ッ ト

カードの利用が定着している。 日本では、デビット

カードの利用が少ない背景として、少額決済に現金や

電子マネーが広く普及していることがある。また、ク

レジットカードの発行審査が海外に比べ緩いため、デ

ビットカードを利用するニーズが生じにくい 13)0 

IIクレジットカードと電子マネーの現状

一般社団法人 日本ク レジット協会によると、 2018年

のクレジットカードショッピング額は67兆円であり、

10年前から 2倍近い伸びである 。クレジットカード決

済の対民間最終消費比率は21-9%であり、前年の

19-3%から伸びている。 クレジットカードはキャッ

シュレス決済の9割を占める。デビットカードの利用

額は、 2017年度u兆円（出所：日本銀行）と利用額は小

さい。今後、電子決済市場が2017年の69兆円から

2025年に 113兆円に急拡大すると予想される 14)。

日本銀行の決済動向によると、電子マネー市場は、

年間55兆円の規模である (2018年）。電子マネーは、

IC型(Suicaくスイカ＞、楽天Edyなど）、サーバー型

(WebMoney、Amazonギフト券、スターバックスカー

ドなど）に分けられる 。支払い時期により、①前払い

型（プリペイド型）、 ②後払い型（ポストペイド型）、

③即時払い型（デビット型）に分けられる。

前払式支払手段の電子マネーとして、 Suica、楽天

Edyなどが代表的な形態である。前払式支払手段の年

間発行額は、 24兆円 (2017年度）であり、発行媒体別

には、 IC型が12兆円と最も多く、次いで、サーバー

型が8兆円である 叫

ただし、電子マネーは日本以外の主要先進国では、

ほとんど普及していない。また、日本国内でも交通系

カードが普及している関東地方では普及しているが、
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地方では普及率が低い。長期的に、電子マネーはス

マートフォンに取り込まれ、 ICカード発行枚数は大き

く減ると思われる 。

IIモバイル決済は日本で拡大するか

日本のキャッシュレス決済はクレジットカードが中

心であるが、世界的にはモバイル決済を中心にキャッ

シュレス決済が拡大している。日本も、モバイル決済

拡大に向けた政策対応が望まれている 16)。日本は、モ

バイルウォレットやモバイル決済の開発で世界をリー

ドした歴史を持つ。スマートフォンのアプリではクレ

ジットカード、デビットカード、電子マネーなどを一

元的に管理できる。

モバイル決済技術の一つとして、近距離無線通信技

術 (NFC)が挙げられる 。非接触ICカードの技術とし

て、カードやスマートフォンを決済端末にかざす

（タッチする）だけで、決済が完了する。日本ではソ

ニーが開発したフェリカが一般的であり、通信処理速

度が速いという特徴がある。 Suicaなど日本国内の電子

マネーのほとんどで利用される。

国際的には、タイプAやタイプBと呼ばれる NFCが

普及している。タイプAはオランダのNXPセミコンダ

クターズ（旧フィリップ）が開発したもので、世界で最

も普及している。タイプBはモトローラが開発を主導

しており、日本では、マイナンバー、パスポートなど

に利用されている 。

中国では、店舗でQRコードやバーコードをスマー

トフォン上で読み取る方式が急成長している。QRコー

ドを活用したモバイル決済は、中国の他に、アメリカ

のチェースペイ、ウォルマートペイが挙げられる。日

本では、楽天ペイやLINEPayなどがQR方式のサー

ビスを提供している。

NFCとQRコードの決済は実店舗での対面決済であ

るが、非対面決済としてはキャリア決済（商品・サー

ビス購入代金を携帯料金の代金と合算）とオンライン



決済（モバイルでのオンライン決済）時に、決済事業

者のプラットフォームを利用する方式がある。

日本におけるスマートフォンの個人保有率は61%、

世帯保有率は75%である （平成28年通信利用動向調査

報告書世帯編）。しかし、アンケート調査では店頭で

モバイル決済を利用している人の割合は6%台にとど

まる 17)。言い換えると、アップルペイなど、モバイル

決済の成長の余地が大きいといえる。

IIキャッシュレスの社会的費用

経済学者の宇沢弘文教授の 『自動車の社会的費用』

(1974年）によると ／社会的費用とは公害、環境破壊

など、第三者あるいは社会全体に及ぽす悪影響（外部

不経済）のうち、発生者が負担していない部分を何ら

かの方法で計測して集計した額をいう 18)。1974年当時

の自動車の社会的費用は、 1台当たり年間200万円であ

ると算出した。

自動車の社会的費用と同様に、松岡 (2018年）は、

「フィンテックの社会的費用」を問題視する 19)。フィン

テックにより、新しい決済方法が開発され、導入され

る一方で、小売業やサービス業の現場では、過剰な負

荷がかかっている。つまり、消費者側の利便性が増す

ものの、サービスを提供する側の負荷が増しているの

である。

コンビニエンスストアのレジでは、 Suica、各社QR

コードなど支払い方法の多様化に加え、袋詰め、弁当

の温め、公共料金の収納代行、宅急便の処理など、多

様な業務が必要である。2019年には、 24時間営業を

巡って加盟店オーナーと本社が対立する事態も発生し

た。タクシー運転手も、 20種類以上の支払い方法への

対応が迫られる。さらに、フィンテックに対応するた

めの設備投資は中小企業にとって大きな負担であり、

これにより中小企業が淘汰される。競争は緩和される

が、商品やサービス価格の上昇につながり、消費者や

ユーザーの利益が減少する。

日本政府はキャッシュレス決済を推進するが、

「キャッシュレスの社会的費用」の考慮が求められる。

キャッシュレスは、消費者の利便性をもたらすが、販

売事業者が支払う手数料は負担となる。 クレジット

カードは、平均で約3%の加盟店手数料を徴収してい

る。

そして、クレジットカード払いの資金が販売事業者

の手元に入るまで、半月から 1カ月程度かかる。 日本

では、アクワイアラと呼ばれる加盟店管理会社が複数

存在するため、競争原理により、大規模事業者ほど加

盟店手数料が安くなり、中小事業者ほど加盟店手数料

が高くなる傾向にある 20)0 

2019年10月からの消費増税に伴い、加盟店手数料

は3.25%以下の場合、 9カ月の期限付きで、国が手数

料の3分の 1を補助する。また、 QRコード決済事業者

の中には、利用者へのポイント還元や加盟店手数料の

無料化キャンペーンを行うケースも見られる。ただ

し、手数料の軽減策も、いつまでも続くわけではない。

モバイル決済の普及と多様化で、実店舗での手間暇

が増えることになろう 。 図表4(次頁）のとおり 、

キャッシュレス決済はガラパゴス状態となっている。

QRコード決済に各社が一斉に参入し、市場競争が激

化している。一般に、利用者のアプリを起動し、 QR

コードをスキャンし、決済が行われる。Suicaなどの電

子マネーのようにスマートフォンをかざすだけで完了

する方法よりも手間がかかる。その上、クレジット

カードに決済手段がひも付けされていない限り、クレ

ジットカードのポイントはたまらない。消贄者に普及

するかどうかは疑問が残る。

2019年7月1日にサービスを開始した7payで、翌日

に不正利用（被害額3,862万円）が発覚し、 8月1日に、

サービス廃止を決定した。サービス終了は9月末で、

わずか2カ月である。このように安全性を軽視し、安

易に参入することは回避すべきことであろう 。 また、

QRコードの場合、決済だけで収益化するのは困難であ

り、プラットフォームを提供する企業が決済から得ら
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図表4 主なキャッシュレス事業者一覧

クレジットカード

一-.,_._ 
一一一電子マネー--一・-
モバイル (NFC)決済

一一

会社

SMFG 

MUFG 

楽天

JCB 

クレデイセゾン

イオン

丸井グルーブ

イオン

セブン＆アイ・ホールディングス

JR東日本

楽天

アルファペッ ト

ァップル

モパイル

(QRコード）決済

LINE Pay LINE 

＝ 楽天ペイ 楽天

PayPay ヤフー

P...r,iga割Pay Origami 

d払い NTTドコモ

メルベイ メルカリ',., __ _ 
PAY ID PAY 

pring pnng 

Amazon Pay Amazon 

一銀行ペイ GMOベイメントゲートウェイ
＝ 

Bank Pay 日本電子決済推進機構

＝ au PAY KDDI 
二

J-Coin Pay みずほ銀行

セブン＆アイ・ホールディングス

注）QRコード決済の中に、 NFC決済に対応して

いるものもある,7payは2019年9月末で終了

出所）各社西料

れるデータを収集し、本業の補完や新事業創出に利用

することが想定される 21)。

II中小企業の生産性向上

キャッシュ レス化によって社会的費用が発生してお

り、また、生産性向上に結び付いているのかという論

点もある。特に、企業全体の99.7%を占める中小企業

の労働生産性が課題となっている。中小企業では、人

口減少に伴う人手不足の深刻化が問題となっている。

労働生産性は、労働者がどれだけ効率的に成果を生

み出したかを定量的に数値化 したものである。労働生

産性 (1人当たり付加価値額）を見ると 、大企業は上昇

傾向にあるものの、中小企業は横ばいであり 、大企業

との格差は広がっている 22)。大企業製造業の労働生産

性は 1.403万円に対し、中小企業製造業のそれは556

万円である (2017年度）。業種別には、建設業、卸売

業では上昇傾向にある一方で、製造業、小売業、サー

ビス業で横ばいである（図表5)。

国際比較の観点で見ても、日本の労働生産性は低

ぃ23)。 日本の時間当たり労働生産性は47.5ドルであ

り、OECD加盟36カ国中20位で、 1位アイルランドの

97.5ドルの半分程度である (2018年）。 1人当たり労働

生産性は、 8万4,027ドルで、 OECD加盟36カ国中21

位、主要先進7カ国の中で最も低い水準である。

日本では、中小企業を中心に手形取引の商慣習が

残っている。現金による支払いを繰り延べるもので、4

割の下請事業者が利用している 24)。下請事業者には即

座に現金が支払われず、銀行で手形を現金化しように

も割引料などは自己負担となる。電子記録債権（でん

さい）やファクタ リング（売掛金の買い取り）も、紙で

はないだけで手形と同じである。

手形 ・小切手は貨幣証券と呼ばれ、いわゆる非現金で

キャッシュレスともいえるものの、経済産業省は下請

法等の改正により 、下請事業者への支払い手段として、

現金取引を推奨している。適正な取引を推進し、下請
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事業者である中小企業の生産性向上を狙う 。手形割引

（期 日前の現金化）を行う中小企業は37.9%である 25)0 

金融機関による中小企業への融資は、短期プライム

レートを基準とし、 2009年以降、 1.475%と横ばいの水

準を維持している。大企業よりも融資の借入コス トが

高く、中小企業が手形を利用するインセンテ ィブと

なっている 26)0 

手形交換制度は、企業や個人が発行する手形や小切

手について、受取額と支払額の差額を決済する仕組み

であり、日本銀行もしくは手形交換所で行われる。手

形交換所は、各地の銀行協会が運営する (107カ所）。

交換所の幹事銀行が決済し、毎日行われている。手形

交換高では、 1990年のピーク 4,797兆円から 2018年に

は261兆円と 18分の 1に縮小した。法人企業統計によ

ると、支払手形の残高は、 1990年度ピークの 107兆円

から、 2017年度に28兆円にまで減少している。

なお、手形取引の減少で、資金余力に乏しい中小企

業は借入依存度を高めることになりやすい 27)。受取手

図表5 労働生産性 (1人当たり付加価値額）の推移

（万円）

1,600 

・・・・・・・・・・・・ 

形を手形割引や裏書譲渡（支払いの代わりに手形を譲

渡すること）に使えないからである。

全国銀行協会は、生産性向上、社会的費用削減、人

手不足へのさらなる対応のため、手形・小切手の電子

化を進めている 28)。5年間の手形交換高枚数の約6割の

電子化を目指す。日本政府は、「未来投資戦略2017」

で、オールジャパンでの電子手形 ・小切手への移行を

推進する。全国銀行協会のでんさい（電子記録債権）：は

2013年2月に開始されたが、金額ベースで18.5兆円

と、手形交換高の7.0%にすぎない。手形の電子化は

IT導入費用やスイッチングコストがかかるため、中小

企業の負担となる。

IIおわりに

政府が推進するキャッシュレス化は、その目的が不

明確になりつつある。生産性の向上が目的であると考

えられるが、キャッシュレスはこうした H的を達成す

1,400 
． --1,200 ~ ーン

・・・・・・・ 大企業製造業

＿ 大企業非製造業

中小企業製造業

一 中小企業非製造業

.... 
1,000 

錮

臨

400 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (年度）

注）大企業は毀本金 10億円以上、

中小企業は姿本金 1憶円未満

出所）財務省法人企業統計
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るための手段にしかすぎない。 しかしながら、「キャッ

シュレス・ビジョン」が独り歩きしており、多種多様

な決済手段の登場による小売現場の混乱が起きており、

生産性向上という目的のためにキャッシュレスを導入

したにもかかわらず、意図せずして生産性の低下につ

ながる可能性がある。目的が不明確になり、手段が目

的に変容してしまっているのではないだろうか。

本稿の冒頭で紹介した、中国では物乞いもキャッ

シュレスで行われるという逸話には、続きがある。実

は、 QRコードで支払いを求める物乞いの一部は、会

社のビジネスとして展開されている。つまり、会社か

ら携帯電話を貸与された従業員がQRコードを利用し

て通行人からお金を集めている。このビジネスはQR

コードが普及する以前からあったが、現金でお金を集

めると、物乞いを担当している従業員が集めた全額を

会社に申告せずに、一部を自分のポケットに入れてし

まうという問題があった。 しかし、携帯電話を貸与し

QRコードでお金を受け取る仕組みを導入することで、

従業員は集めたお金をポケットに隠すことはできなく

なった。すなわち、こうした会社がQRコードを使っ

た決済を導入した目的は、従業員による過少申告の防

止、言い換えれば粗利管理であった。中国のキャッ

シュレスから学ぶべきことは、少なくないように思え

る。

注 1) 経済産業省 (2018年）「キャッ シュレス・ビジョン」 (2018年4月）4-6頁参照。

Mikiharu Noma 
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学大学院国際企業戦略研究科助教授
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